
選定療養費のお知らせ 

   

国の制度見直しにより、「医療機関の機能分化」の推進を

図るため、2022年10月1日から初診または再診時にかかる

患者さまのご負担（選定療養費）の額が変更されます。 
 

【初診時選定療養費】 

 初診の際に、他の医療機関からの 診療情報提供書(紹介状)を  

持たずに受診された場合  

2022年9月30日まで 2022年10月1日から 

5,500円（税込） 7,700円（税込） 

※選定療養費をお支払い頂く患者さまについては、医療費から200点(2,000円)を控除することと定められております。 

（例）　紹介状の持参なし　　医療費：10,000円　　自己負担：3割　の場合

2022年9月30日まで 2022年10月1日から

※選定療養費の額は上がりますが、医療費が控除されるため医療機関の収入は変わりません。

保険給付

5,600円

自己負担　2,400円

初診時選定療養費

7,700円

初診時選定療養費

5,500円

自己負担　3,000円

保険給付

7,000円

患者さまご負担

8,500円

医療機関の収入

15,500円

（税込）

医療機関の収入

15,700円

（税込）

患者さまご負担

10,100円

医療費

10,000円 医療費

8,000円

 

 

【再診時選定療養費】 

当院担当医が他の医療機関への紹介を申し出た後も、患者さまの 

希望により当院を受診された場合 

2022年9月30日まで 2022年10月1日から 

2,750円（税込） 3,300円（税込） 

 



 

 

 

 

 

 



 


